
 

定期監査結果の概要（４月及び５月実施） 

 

１ 監査対象部局 

  くらし安心、文化スポーツ部 

２ 監査実施期間 

 平成３１年４月１日から令和元年５月２７日まで 

３  監査の場所 

    監査事務局及び監査対象課等 

４ 監査対象事務 

次に掲げる事務のうち、平成３０年４月１日から平成３１年２月２８日まで

に執行されたものを対象とした。 

(1) 収入事務 

(2) 支出事務 

(3) 契約事務 

(4) 財産管理事務 

５ 監査の結果 

(1) 伝票処理に関しては、適正に行われていた。 

(2) 契約事務に関しては、適正に行われていた。 

(3) 歳入調定及び収入事務に関しては、適正に行われていた。 

(4) 補助金等の交付事務に関しては、適正に行われていた。 

(5) 現金・備品管理に関しては、適正に行われていた。 

なお、事務処理上留意すべき事項のうち、軽易なものについては、監査実施

の際に、関係職員に対して口頭等で改善の指示を行った。 

６ 監査の着眼点及び方法 

着眼点（５項目）を定め、各事務の主管課等から提出された監査資料、関係

諸帳簿、伝票及びその他の記録に基づき関係職員の説明を求めて、次のとおり

調査を実施した。 

(1) 伝票処理が適正に行われているかに関しては、伝票の内容を確認した。 

(2) 契約事務が法令等に基づき適正に行われているかに関しては、契約内容を

確認した。 

(3) 歳入調定及び収入事務が法令等に基づき適正に行われているかに関しては、

歳入調定票の内容を確認した。 

(4) 補助金等の交付事務が法令等に基づき適正に行われているかに関しては、



 

一連の関係書類の内容を確認した。 

(5) 現金・備品管理が適正に行われているかに関しては、現金・備品の管理状

況及び備品管理票の内容を確認した。 

７ その他主な意見 

財務事務監査のほか、経営に係る事業管理、一般行政事務についての監査の

視点から抽出により、担当課から資料提供を受け、事務の執行等について説明

を求めたが、今後検討を要すると思われる事項について、次のとおり意見を付

すものとする。 

  秦野市自治会館建設等補助金交付要綱によれば、従来型の自治会館の建設、

用地取得、修繕、借地料等に対する補助金については限度額が規定されている

が、開放型の自治会館の建設、用地取得、修繕、借地料等に対する補助金につ

いては限度額が規定されていない。 

開放型の自治会館が地域住民の利便性を維持向上させることを目的として、

自治会員以外の市民活動を行う団体にも広く開放され、使用することができる

貸室的機能を果たすものであることに鑑みると、開放型の自治会館の建設等に

対する補助金の要件を従来型の自治会館のそれよりも緩和する必要性はあると

しても、補助金を交付するに当たり限度額を定めない合理的な理由はないと思

われる。 

当該補助金の補助内容について、経済性及び効率性の観点から検討すること

を要望する。 


